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１ 制定する規程

別紙のとおり

２ 施行期日

２０１６年（平成２８年）４月１日

提案理由

この規程を提出したのは，藤沢市立学校教職員が教育活動に専念できる適切な労

働環境の整備を図るため，安全衛生に関し必要な事項を定める必要による。



藤沢市教育委員会訓令甲第 号

庁 中 一 般

出先機関一般

藤沢市立学校教職員安全衛生管理規程を次のように定める。

平成２７年 月 日

藤沢市教育委員会

委員長 小 竹 伊 津 子

藤沢市立学校教職員安全衛生管理規程

（趣旨）

第１条 この規程は，労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下「法」とい

う。）に基づき，教職員の安全及び健康を確保するとともに，快適な職場環境の

形成を促進するために教職員の安全及び衛生管理について必要な事項を定めるも

のとする。

（定義）

第２条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。

(1) 学校 藤沢市学校設置条例（昭和３９年藤沢市条例第３９号）別表に規定す

る学校をいう。

(2) 教職員 学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第

１３５号）第１条に規定する職員で，常勤のもの（地方公務員法第２８条の５

第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。）をいう。

（教育委員会等の責務）

第３条 藤沢市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び学校長は，常に教

職員の安全と健康を確保し，快適な職場環境の形成に努めなければならない。

（教職員の責務）



第４条 教職員は，安全衛生について，総括安全衛生管理者，衛生管理者及び衛生

推進者の指導及び指示に従い，安全衛生に関する事業等に積極的に協力するよう

努めなければならない。

（総括安全衛生管理者）

第５条 教育委員会事務局に総括安全衛生管理者を置き，教育部長をもって充てる

とともに，次の業務を総括管理する。

(1) 教職員の危険又は健康障がいを防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 前３号に掲げるもののほか，教育長が必要と認める教職員の安全衛生に関す

ること。

（衛生管理者）

第６条 勤務する教職員が５０人以上である学校に衛生管理者を置き，資格を有す

る教職員のうちから，それぞれ教育長が選任する。

（衛生管理者の職務）

第７条 衛生管理者は，校内を巡視し，設備又は衛生状態に有害のおそれのあると

きは，直ちに教職員の健康障がいを防止するための必要な措置を講じなければな

らない。

（衛生推進者）

第８条 勤務する教職員が４９人以下である学校に衛生推進者を置き，資格を有す

る教職員のうちから，それぞれ教育長が選任する。

（衛生推進者の職務）

第９条 衛生推進者は，第５条各号に掲げる事項のうち，学校の衛生に係る事項を

管理する。

２ 衛生推進者は，当該学校に勤務する教職員の衛生推進のため，学校長等が必要

と認める業務を行う。

（産業医）

第１０条 教職員の健康管理について適切な措置を講じるため，法１３条に規定す

る産業医を置き，教育長が委嘱する。

（産業医の職務）



第１１条 産業医は，第５条各号に掲げる事項のうち，医学に関する専門的知識を

必要とするもの及び医学的措置に係る事項を行う。

（健康診断の実施）

第１２条 教育長は，教職員の健康管理のため，次の各号に掲げる健康診断を，当

該各号に定めるところにより実施する。

(1) 定期健康診断 年１回以上定期に教職員に対し行う。

(2) 特別健康診断 法令に定めがある場合その他教育長が必要と認める場合に，

教職員の全部又は一部に対して行う。

２ 前項の健康診断の項目は，別に定める。

（教職員の受診義務）

第１３条 教職員は，指定された期日及び場所において健康診断を受けなければな

らない。ただし，長期療養者等については，この限りではない。

（衛生委員会の設置）

第１４条 教職員の衛生に関する事項を調査審議するため，勤務する教職員が５０

人以上である学校に衛生委員会を置く。

（衛生懇談会の設置）

第１５条 勤務する教職員が４９人以下である学校に衛生懇談会を置く。

（学校衛生協議会の設置）

第１６条 衛生委員会，衛生懇談会等の調整及びその重要事項を調整審議するため，

学校衛生協議会（以下「協議会」という。）を置く。

２ 協議会に関する事項は別に定める。

附 則

この訓令は，平成２８年４月１日から施行する。


